
目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

公

告

○
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
二

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

松
山
歯
科
医
院

弘
前
市
大
字
富
田
三
丁
目
一
の
一
一

令
和
元
･
八･
一

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

清
水
ク
リ
ニ
ッ
ク

須
藤
病
院

松
山
歯
科
医
院

ワ
カ
バ
調
剤
薬
局
黒
石
駅
前
店

五
所
川
原
市
字
鎌
谷
町
一
〇
三
の
一

平
川
市
柏
木
町
藤
山
三
七
の
五

弘
前
市
大
字
富
田
三
丁
目
一
の
一
一

黒
石
市
一
番
町
一
八
五

令
和
元
･
七･一〇

元
･
七･三一

〃元
･
七･
一

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

令
和
元
年
十
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第66号令和元年10月４日 金曜日

第
六
十
六
号

令
和
元
年十

月
四
日

（
金
曜
日
）



ワ
カ
バ
調
剤
薬
局
黒
石
駅
前
店

黒
石
市
一
番
町
一
八
五

令
和
元
･
七･
一

公

告

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
つ
が
る
都
市
計

画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る

の
で
、
青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則
（
平
成
十
六
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
一
号
）
第
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
十
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
の
日
時

令
和
元
年
十
一
月
五
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

二

開
催
の
場
所

松
の
館

二
階

研
修
室

つ
が
る
市
木
造
若
緑
五
二

三

案
件

つ
が
る
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
（
以
下
「
都
市
計
画
変

更
案
」
と
い
う
。
）

四

公
述
の
申
出
等

１

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に

住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
別
記
様
式
に
よ
る
書
面
を
知
事
に
提
出
し
て
、
申
し
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
つ
が
る
市
の

区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
す
る
。

３

書
面
の
提
出
期
限

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日
ま
で
に
到
着
の
こ
と
。

４

書
面
の
提
出
先

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

つ
が
る
市
建
設
部
建
築
住
宅
課

つ
が
る
市
木
造
若
緑
六
一
の
一

５

公
述
人
の
選
定

書
面
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
選
定
し
、
そ
の
旨
を
本
人
宛
通
知
す
る
。

五

都
市
計
画
変
更
案
の
概
要
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つ
が
る
都
市
計
画
道
路
の
変
更
（
青
森
県
決
定
）

都
市
計
画
道
路
１
・
５
・
１
号
つ
が
る
鰺
ケ
沢
線
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

種別

名
称

位
置

区
域

構
造

備
考

番
号

路
線
名

起
点

終
点

主
な

経
過
地

延
長

構
造
形
式

車
線
の
数

幅
員

地
表
式
の
区
間
に
お
け
る

鉄
道
等
と
の
交
差
の
構
造

自動車専用道路

１
・
５
・
１
つ
が
る
鰺
ケ
沢
線
つ
が
る
市
柏
稲
盛

岡
本

つ
が
る
市
木
造
越

水
長
谷
川

つ
が
る
市

柏
広
須
桜
野

木
造
越
水

稲
村

約
12,620ｍ

２
車
線

13.5ｍ

構
造
形
式
の
内
訳

つ
が
る
市
柏
稲
盛

岡
本

つ
が
る
市
柏
広
須

桜
野

約
3,140ｍ

嵩
上
式

13.5ｍ

つ
が
る
市
柏
広
須

桜
野

つ
が
る
市
柏
広
須

桜
野

約
180ｍ

地
表
式

13.5ｍ



六

都
市
計
画
変
更
案
の
閲
覧

都
市
計
画
変
更
案
は
、
次
の
と
お
り
閲
覧
に
供
す
る
。

１

閲
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

つ
が
る
市
建
設
部
建
築
住
宅
課

２

閲
覧
期
間

令
和
元
年
十
月
十
五
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で

３

閲
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
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つ
が
る
市
柏
広
須

桜
野

つ
が
る
市
木
造
越

水
稲
村

約
5,180ｍ

嵩
上
式

13.5ｍ

つ
が
る
市
木
造
越

水
稲
村

つ
が
る
市
木
造
越

水
長
谷
川

約
4,120ｍ

地
表
式

12.0～
13.5ｍ

な
お
、
つ
が
る
市
柏
稲
盛
岡
本
に
出
口
１
箇
所
・
入
口
１
箇
所
（
起
点
方
向
へ
の
出
口
、
終
点
方
向
へ
の
入
口
）
、

つ
が
る
市
森
田
町
下
相
野
野
田
に
出
口
２
箇
所
・
入
口
２
箇
所
（
起
終
点
方
向
へ
の
出
入
口
）
、

つ
が
る
市
木
造
越
水
長
田
に
出
口
１
箇
所
・
入
口
１
箇
所
（
起
点
方
向
へ
の
出
入
口
）
、

つ
が
る
市
木
造
越
水
稲
村
に
出
口
１
箇
所
・
入
口
１
箇
所
（
終
点
方
向
へ
の
出
入
口
）
を
設
け
る
。



特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

Ｉ
Ｃ
Ｐ
質
量
分
析
装
置

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
元
年
九
月
四
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

美
和
電
気
工
業
株
式
会
社

東
京
都
新
宿
区
新
宿
一
の
八
の
五

六

落
札
金
額

四
千
二
百
九
十
万
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

入
札
参
加
資
格
審
査
に
お
い
て
、
調
達
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断

し
た
製
作
仕
様
書
及
び
工
程
表
に
基
づ
く
入
札
書
に
よ
り
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最

低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
元
年
七
月
二
十
四
日
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
七
十
三
銭


